
＜参考＞ 
 

【都とフリマサイト等運営企業 6社による連絡会について】（平成 30年 7月 3日報道発表） 

 
都では、平成 30年 6月からフリマサイト等（フリーマーケットサイトやオークションサイト、

クラシファイドサービス）を運営する以下の 6社と連絡会を設置し、効率的なパトロールを通し
て医薬品等の不適正な出品を未然に防止し、都民がより安心してフリマサイト等を利用できる体
制の構築をおこなっています。 
 

■フリマサイト等運営企業 6社（カッコ内は運営サイト名）※運営企業の五十音順 

株式会社ジモティー（ジモティー） 

株式会社Stardust Communications（ＳＨＯＰＰＩＥＳ） 

株式会社メルカリ（メルカリ） 

株式会社モバオク（モバオク！） 

ヤフー株式会社（ヤフオク!） 

楽天株式会社（ラクマ） 

 

 

 

【医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（抜粋）】 

（医薬品の販売業の許可） 

第二十四条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品

を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列（配置することを

含む。以下同じ。）してはならない。ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は

輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医

薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販

売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この

限りでない。 

 

（承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止） 

第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の

二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四

条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、

第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の

二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性

能に関する広告をしてはならない。 

 

 

 

【麻薬及び向精神薬取締法（抜粋）】 

 (広告) 

第二十九条の二 麻薬に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事

を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下こ

の条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象

として行う場合のほか、行つてはならない。 

 

（譲渡し等） 

第五十条の十六 向精神薬営業者（向精神薬使用業者を除く。）でなければ、向精神薬を譲り渡

し、又は譲り渡す目的で所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 

一 病院等の開設者が、施用のため交付される向精神薬を譲り渡し、又は譲り渡す目的で所

持する場合 



二 向精神薬試験研究施設設置者が、向精神薬を他の向精神薬試験研究施設設置者に譲り渡

し、又は譲り渡す目的で所持する場合 

三 その他厚生労働省令で定める場合 

２ 向精神薬輸入業者、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者は、向精神薬営業者（向

精神薬輸入業者を除く。）、病院等の開設者及び向精神薬試験研究施設設置者以外の者に向精

神薬を譲り渡してはならない。ただし、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬卸売業者が、向

精神薬輸入業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令で定める場合は、

この限りでない。 

３ 向精神薬輸出業者は、向精神薬を輸出する場合を除くほか、向精神薬を譲り渡してはなら

ない。ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働省令

で定める場合は、この限りでない。 

４ 向精神薬小売業者は、向精神薬処方せんを所持する者以外の者に向精神薬を譲り渡しては

ならない。ただし、向精神薬営業者から譲り受けた向精神薬を返品する場合その他厚生労働

省令で定める場合は、この限りでない。 

 

（準用）  

第五十条の十八 第十九条の二の規定は向精神薬輸出業者について、第二十九条の二の規定は

向精神薬に関する広告について準用する。この場合において、第十九条の二中「麻薬」とあ

るのは、「向精神薬」と読み替えるものとする。 




